
船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和５年２月３日 ０７時２２分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港八太郎１号ふ頭Ａ岸壁 

 八戸港八太郎東防波堤灯台から真方位２８６°１.２海里付近 

 （概位 北緯４０°３３.５′ 東経１４１°２９.４′） 

事故の概要  貨物船新
しん

太
たい

陽
よう

丸は、着岸操船中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和５年３月８日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 新太陽丸、４３０トン 

１４３７７６、太陽海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 球状船首部に凹損 

岸壁 上部工部にコンクリートの欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮期 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、八戸港八太郎１号ふ頭（以下

「本件ふ頭」という。）Ｂ岸壁に右舷着けで着岸する目的で、同港内

の錨地を抜錨した。 

 本件ふ頭岸壁は、八戸港の北西端に位置し、南西から北東に延びる

岸壁で、南西端の陸側から北東端の海側に向けてＡ岸壁、Ｂ岸壁及び

Ｃ岸壁が設定されていた。 

 本船は、本件ふ頭岸壁に向けて北西進中、前路を同航中の貨物船が

本件ふ頭Ｃ岸壁に左回頭で着岸操船を開始したので、その後方からふ

だんより大回りして左回頭で本件ふ頭Ｂ岸壁に接近しながら南西進

中、球状船首部が本件ふ頭Ａ岸壁に衝突した。 

 船長は、本船が本件ふ頭Ｂ岸壁に着岸した後、本事故の発生を海上

保安庁に通報するとともに、運航者に連絡した。 

 本船は、前路の同航船を避航しており、着岸予定時刻に１０分程度

遅れそうであったので、船長が着岸を急ごうと、ふだんは約４ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で回頭していたが、本事故当

時の速力は、約５.５knであった。 

分析  本船は、本件ふ頭Ｂ岸壁に向けて左回頭中、船長が、ふだんより速

い速力で航行したことから、減速の時機が遅れて十分に減速できず、

球状船首部が本件ふ頭Ａ岸壁に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件ふ頭Ｂ岸壁に向けて左回頭中、船長が、ふ



だんより速い速力で航行したため、減速の時機が遅れて十分に減速で

きず、球状船首部が本件ふ頭Ａ岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、着岸態勢で岸壁に向けて航行する際、自船が安全に減速

できる速力及び距離で操船すること。 

 


